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処分に対する審査請求の裁決について 
 

 令和５年（２０２３年）１２月１日、当時の経済観光局（本庁）主幹（男性・５９

歳）に対し、停職１月の懲戒処分を行いました。 

 この処分について、被処分者は、令和６年（２０２４年）２月１８日付けで熊本市

人事委員会に対して「懲戒処分の取消し又は軽微の処分」を求め審査請求を行いまし

た（以下、被処分者については「審査請求人」と記載します）。 

 熊本市人事委員会の審査の結果、令和８年（２０２６年）４月６日に「停職１月の

懲戒処分を取り消す」とする裁決が確定しました。 

 

 当時公表した事実の概要は以下のとおりです。 

・審査請求人は、令和５年５月１９日、委託業者が令和５年５月１７日に所属部署

との間で行われた協議の録音データの提供を要望していることを知りながら、部

下職員に指示し、当該録音データを毀棄させたもの。 

・また、自らの言動や部下への指示といった不適切な事務処理を隠すため、上司や

人事課に対し度重なる虚偽報告を行ったもの。 

  

 

１ 裁決の確定日 

  令和８年（２０２６年）４月６日 

  （参考）審査請求から裁決確定までの経緯 

・令和６年２月１８日 審査請求人から人事委員会に審査請求。 

・令和７年９月２４日 人事委員会から処分庁に「処分取り消し」裁決送付。 

・令和８年３月１３日 処分庁から人事委員会に再審請求。 

・令和８年４月 ６日 人事委員会において「再審請求の却下」を決定。 

・令和８年４月 ７日 人事委員会から処分庁に上記決定通知書送付。 

 

２ 裁決の内容 

  令和５年１２月１日付けで行った停職１月の懲戒処分を取り消す。 

 

３ 人事委員会の判断要旨 

① 録音データ削除の指示についての部下職員（複数）の証言内容には、これを信

じるに際し、合理的な疑いを差し挟む余地がある。 

② 委託業者との協議の最中に審査請求人がＩＣレコーダーに気付かなかったと

いう主張は、不合理であるということもできない。 

③ 審査請求人が部下職員に指示して録音データを削除させ、虚偽の報告をしたと

する処分庁の認定については、合理的な疑いを差し挟む余地がある。 

④ 本件処分は、その処分の原因となった事実があったとは認められないため、取

り消しを免れない。



 

４ 懲戒処分取り消し裁決の確定に伴う対応 

① 裁決結果は真摯に受け止め、審査請求人に停職期間中の給与の追給等を行いま

す。 

② 今後はより一層慎重に事実認定を行ってまいります。 

 

※本件裁決により令和５年度の懲戒処分は１４件(１７人)から１３件(１６人)とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

人事課：課長  深水 俊哉（ふかみ しゅんや） 

      副課長 藤田 健 （ふじた けん） 

電 話：０９６－３２８－２１４９ 


